


②利用者の保護，③公正透明な市場の確立と

維持です。

私が金融商品取引法制の３つの視点と言っ

ているのは，「利用者」「市場」「国際化」で

す。今，金融・資本市場の国際化ということ

が言われておりますけれども，私は以前から

一貫して「国際化」を言っております。

「国際化」というのは，池尾先生のご指摘

のとおりですけれども，流行（はやり）もの

で終わってはいけないのです。ただ，私の長

い経験からすると，どうしても流行ものにな

りがちです。その時々の流行ものと言ったら

言葉が悪いのですけれども，重点の置き所が

いろいろ違っていまして，今は「国際化」が

注目を浴びているので，今はいいのですが，

また注目を浴びなくなるかもしれません。そ

れではいけないのです。常に「国際化」とい

うことを言わなければなりません。３つの視

点のうちの１つに「国際化」を入れたのは，

私が金融庁で国際関係の仕事をしていたから

でありまして，その話は終わりのほうで申し

上げたいと思います。

私は，念仏のように繰り返し繰り返し「利

用者」「市場」「国際化」と唱えております。

なぜこれが大事かといいますと，池尾先生の

ご指摘のとおり，「プリンシプル」とか「品

位ある資本市場」を構築するためには，すべ

ての市場参加者が「プリンシプル」とか「ビ

ジョン」を共有する必要があります。まさに

池尾先生がご指摘のとおり，残念ながら日本

ではこれは共有されていないと思います。な

ぜこの３つの視点が大事かというと，物事を

考えるときの基礎となる視点だからです。

たとえば，今，政府では「消費者行政」が

重視されております。現実には日本の役所の

大半は「業界行政」を行っています。どこの

省庁とは言いませんけれども，皆様方も思い

浮かぶと思います。金融庁は成り立ちからし

て「業界行政」を行っていません。ただ，気

をつけなければいけないのは，たとえば私が

会う人の大半が金融界の人なのです。そうす

ると，どうしても彼らの見方に影響される恐

れが出てきます。そのときに大事なのはもの

の考え方です。先ほど申し上げた３つの視点

の中に，金融界という「業界」のためにとい

うのはないのです。物事を考えるときに常に

「利用者」の視点から考えるとどうか，「市場」

の視点でどうか，「国際化」の視点からどう

かというように考えて，制度設計をいたしま

す。

ですから私は金融界では厳しいと思われて

いるかもしれませんが，厳しいというのはあ

る意味で金融界への期待があるからです。金

融界の健全な発展のためには，まず金融界自

身が「利用者」「市場」「国際化」という基本

的な視点を共有して，物事を考える必要があ

ると思います。ところが，いまだ残念ながら，

十分共有されていないように思います。これ

では日本の「金融立国」の道は険しいと言わ

ざるを得ません。

たとえば金融庁では昨年12月21日に「金

融・資本市場競争力強化プラン」を公表し，

「国際化」を一層推進しようとしています。

私のあとで東証の斉藤社長からお話があると

思いますけれども，私の印象では，金融界の

反応は冷ややかです。これは金融界との対話

で実際に経験しています。どういう経験かは

言いませんけれども，どうも冷ややかなので

す。「国際化，ふーん，頑張ってね。」という

感じなのです。ですから今東証さんが一生懸

命ロンドン証券取引所と提携して新しいプロ

向け市場を，法案ができて成立したうえでの

話ですけれども，つくろうとされていること

に対しても冷ややかな印象があります。

まずそもそもこういう冷ややかな態度の人

たちがこういう「ビジョン」を共有する必要

があると思います。それは残念ながらできて

いません。ですから繰り返し繰り返し基本理

念，「プリンシプル」や「ビジョン」を言う

必要があると思っています。流行ものとして

一過性のもので終わったら，日本の金融・資

本市場の「国際化」はできないと思っており
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いるのです。私はやや懸念しているのは，マ

ニュアルは検査官の手引書であって，私は

ルールの企画担当ですので特にそう思うので

すが，金融機関を法的に拘束するルールでは

ないのです。やはりマニュアルは法令の上乗

せで事実上ルールであるかのようなものであ

るべきではなくて，あくまでも法令の枠内で

解釈とか指針を示すものであるべきです。金

融機関に細目を指導するようなものになって

はいけないと考えています。

これは私だけの考えではないと思います。

企画部局の人間はだいたいそのように考えて

いると思います。自分の立案したルールがそ

の趣旨とは違うように運用されないことを

祈っているということであります。

以上，私の雑駁な話で申し訳ありませんが，

終わらせていただきます。ありがとうござい

ました（拍手）。
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